
■編入学・認定専攻科進学・適格専攻科進学した場合の支給期間について（給付奨学金） 

※詳細は編入学先・進学先の学校に確認してください。 

・編入学 

 

網掛け部分 は給付奨学金の支給期間です。

例１:短期大学・専修学校の専門課程・高等専門学校を卒業→大学3年次に編入

1年
（4年）

2年
（5年）

継続支給○:大学の修業年限まで支給可

1年 2年 3年 4年

例２:短期大学・専修学校の専門課程・高等専門学校を卒業→大学2年次に編入

1年
（4年）

2年
（5年）

継続支給○:大学の修業年限まで支給可

1年 2年 3年 4年

例３:短期大学・専修学校の専門課程を卒業→大学医学部(修業年限6年)2年次に編入

1年 2年
継続支給○:支給月数の上限が72か月のため、大学5年次まで支給可
　　　　　　

1年 2年 3年 4年 5年 6年

例４:短期大学・専修学校の専門課程1年次、高等専門学校4年次を修了後に退学→大学2年次に編入

1年
（4年）

2年
（5年） 継続支給✕:短期大学・専修学校の専門課程・高等専門学校

　を卒業していないため支給不可。

1年 2年 3年 4年

例５:短期大学(修業年限2年)の⾧期履修生として3年間在籍し卒業→大学3年次に編入

1年 2年 3年
継続支給○:編入学前の学校に在籍しなくなってから1年以内に

　 編入学している場合、大学の修業年限まで支給可

1年 2年 3年 4年

例６:大学3年次修了後に退学→専修学校の専門課程2年次に編入

1年 2年 3年 4年

継続支給○:専修学校の専門課程の修業年限まで支給可
1年 2年

例７:大学2年次修了後に退学→専修学校の専門課程1年次に編入

1年 2年 3年 4年

継続支給✕:専修学校の専門課程以外の大学等を卒業せずに
1年 2年 　 専修学校の専門課程1年次に編入の場合は支給不可



 

・認定専攻科進学の場合 

 

例８:専修学校の専門課程を卒業→大学(通学課程)3年次編入後に退学→大学(通信課程)2年次に編入

1年 2年
継続支給○:複数回編入学した場合でも都度要件を満たせば

　 支給月数の上限72か月の範囲内で支給可

1年 2年 3年 4年

1年 2年 3年 4年

例９:大学(通学課程)2年次修了後に退学→大学(通信課程)3年次に編入

1年 2年 3年 4年

継続支給○:大学(通信課程)の修業年限まで支給可
※転学部(科)又は転学のどちらか該当する方の要件を確認してください。
　 継続における事務手続きのみ、便宜上「編入学」として取り扱います。

1年 2年 3年 4年

例１0:短期大学を卒業→大学3年次に編入後、3年間在籍
　　　　（学則上は3年次編入学となるが、カリキュラム上、実質的な学年は2年次となる場合等）

1年 2年
継続支給△:学則上又はカリキュラム構成の都合により留年相当に

　 該当しない場合(※1)(※2)、在籍3年目まで支給可

1年 2年
3年

(2年)
4年

(3年) (4年)

網掛け部分 は給付奨学金の支給期間です。

例１:短期大学・高等専門学校を卒業→同校の認定専攻科に進学

1年
(4年)

2年
(5年)

継続支給○:認定専攻科の修業年限まで支給可

1年 2年

例２:短期大学を卒業→専攻科(認定専攻科でない)に進学

1年 2年
継続支給✕:独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の認定を

 受けていない専攻科に進学した場合は支給不可
1年 2年

例３:高等専門学校を卒業→同校の認定専攻科を卒業→大学3年次に編入

4年 5年
継続支給○:認定専攻科の修業年限まで支給可

1年 2年
継続支給✕:高専5年次を卒業後、1年以上経過しているため。

1年 2年 3年 4年



・適格専攻科進学の場合 

 

網掛け部分 は給付奨学金の支給期間です。

例１:専修学校専門課程を卒業→同校の適格専攻科に進学

1年 2年
継続支給○:適格専攻科の修業年限まで支給可

1年 2年

例２:専修学校専門課程を卒業→専攻科(適格専攻科でない)・研究科・師範科等に進学

1年 2年
継続支給✕:文部科学大臣による大学院入学資格が

　認められていない専攻科に進学した場合は支給不可
1年 2年

例３:専修学校専門課程を卒業→同校の適格専攻科を卒業→大学3年次に編入

1年 2年
継続支給○:適格専攻科の修業年限まで支給可

1年 2年
継続支給✕:専門課程２年次を卒業後、１年以上経過しているため。

1年 2年 3年 4年


